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6-4 発生量の把握 

 
No.31：発災直後の災害廃棄物量の推計には、どのような手法を用いたか？ 

関心度：★★★★★ 
 

災害廃棄物対策指針によれば、「発生量=災害情報×被害情報×発生原単位」とされてお

り、現地確認や航空写真等から情報を収集することが示されている。 

被災 3 県アーカイブでは、各自治体で発災当初や推計の見直しにおいてもそれぞれ方法が

異なることが分かる。 

ヒアリング結果やアンケート結果では、自治体が独自に実測等を行っている自治体もみられ

たが、発生量の推計が難しいことから、県の推計値を採用した自治体が多かった。 

 
災害廃棄物対策指針：【第 2 編 災害廃棄物対策 2-25～26 ページ】 

・被災地方公共団体は、発生量を推計するために建物の被害棟数や水害または津波の浸水

範囲を把握する。把握方法として、徒歩などによる現地確認が考えられる。収集した情

報をもとに発生量を推計する。 
・津波浸水範囲の把握方法として、航空写真を用いる方法がある。 
・処理しなければならない量（処理見込み量）は、建物所有者の解体意思や、海域へ流出

した災害廃棄物の取扱いなどにより異なる。被災地方公共団体は処理を進めていく上で

選別・破砕や焼却の各工程における処理見込み量を把握する必要がある。 
 
 
 

災害応急対応 
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被災 3 県アーカイブ：【35～43 ページより抜粋】 
 東日本大震災では、被災自治体は、国土地理院による浸水範囲概況図や航空写真を基に

市街地の浸水範囲面積や建築物などの被害状況を判読した。発生原単位については、市町

村からのヒアリング調査を基に、木造、RC 構造等ごとに阪神・淡路大震災その他の大規模

な震災の被害の実績を参照して用いた。また、これまで津波被害による災害廃棄物等の発

生は想定されていなかったため、水害による災害廃棄物等発生量の原単位を参照したり、

津波による汚泥の堆積の厚さを現地調査から把握して浸水面積に乗じて計算したりするな

どの試行錯誤があった。 
 その後、一次仮置場から二次仮置場への搬入・処理が進むにつれて、処理実績量に置き

換える形で、また、比重の見直し等を重ね、各県で発生量の見直しが行われた。 
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堆積物重量＝浸水面積×堆積土砂厚（推計）×比重 
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宮城県アーカイブ：【資-13～資-15 ページ】 
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ヒアリング結果： 

発災当初は県の推計値を採用した自治体が多かったが、独自で倒壊棟数からの推計や、

測量による推計を行った事例もあった。測量や搬入車両台数計測により廃棄物を実測した

事例は、一次仮置場でも二次仮置場でもみられた。 
見直しの段階も含め、以下の推計方法が挙げられた。 

・阪神・淡路大震災等における 1 棟当たりの廃棄物発生量統計等を参考に推計 
・津波の被災面積、り災判定の棟数、阪神・淡路大震災の原単位を使用して算出 
・仮置場に全て搬入し終わった時点の実測数量＋処理済み量 
・仮置場残量（現地測量）に家屋解体等の今後発生量（県が設定した原単位及び家屋解体

申請状況を踏まえた木造・ＲＣの割合を使用）を加えて推計 
・実績に基づき、廃棄物搬入車両の台数管理や、仮置廃棄物の体積に推定比重を掛け合わ

せることにより算出 
 
うまくいかなかった点、難しかった点 

・廃棄物発生量の簡易的な算出方法を事前に知りたい。進捗状況の問い合わせがあったが、

分からないまま報告していた。他自治体と比べてボリュームが多く、つじつまが合わな

いと言われたが、発生量をどうやって把握するのか基礎数値を示して指導してほしかっ

た。（岩手・沿岸町） 

・仮置場で災害廃棄物の山を測量したが、当該仮置場では、掘削し埋設された廃棄物が地

下部に存在したため、その量を把握できず全体量の推計が難しかった。（宮城・沿岸市）。 

・被災家屋の棟数や仮置場の廃棄物集積状況を測量し推計したが、大部分が津波被災であ

り、津波堆積物と災害廃棄物が混在した状況であったため、実際の収集量は推定量を 2

～3 割上回った（福島・沿岸市）。 
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アンケート結果： 

■東日本大震災の災害廃棄物の処理において、処理対象となる災害廃棄物の量を把握することが

必要でしたが、その量の把握で苦労したことは何ですか。（複数回答可） 

53

46

33

26

15

0 10 20 30 40 50 60

一次仮置き場へ持ち込まれる量を、トラックス

ケールなどで把握できない

廃棄物の｢山ごと｣に性状が異なる（比重が違う）

ので、全体の重量を把握できない

廃棄物の｢山の内部｣で性状が異なる（比重が違

う）ので、全体の重量を把握できない

時間が経つに従って降雨や腐敗により性状（比

重）が変わるので、全体の重量を把握できない

その他

回答数

一次仮置き場へ持ち込まれる量を、トラックス

ケールなどで把握できない

廃棄物の｢山ごと｣に性状が異なる（比重が違う）

ので、全体の重量を把握できない

廃棄物の｢山の内部｣で性状が異なる（比重が違

う）ので、全体の重量を把握できない

時間が経つに従って降雨や腐敗により性状（比

重）が変わるので、全体の重量を把握できない

その他

 

→最も回答が多かったのは、「一次仮置場へ持ち込まれる量を、トラックスケールなどで把握できな

い」であり、回答数 53 であった。次いで「廃棄物の山ごとに性状が異なるので、全体の重量を把握

できない」が回答数 46、「廃棄物の山の内部で性状が異なるので、全体の重量を把握できない」

が回答数 33、「時間が経つに従って降雨や腐敗により性状が変わるので、全体の重量を把握でき

ない」が回答数 26 であった。 

 
 

回答自治体 n=79 
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No.32：災害廃棄物の推計量は、どのようなタイミングで見直しを行ったか？ 

関心度：★★★★★ 
 

ヒアリング結果では、環境省や県、議会への報告のタイミングで見直す自治体が多かった。ま

た、ある程度発生量が確定できた段階で見直す自治体も多かった。 

 
ヒアリング結果： 

見直しのタイミングとして、以下のものが挙げられた。 

・毎月の環境省への処理状況報告時 

・県からの要請に応じて 

・県が設定する廃棄物の推定比重の変更等に対応して 

・議会への報告時 

・災害廃棄物処理実行計画見直し時 

・災害廃棄物の中間処理業務がある程度進み、実績が得られた時 

・仮置場の量がほぼ確定した段階 

・解体の受付状況を見ながら（原単位も中越地震の結果を参考に見直した） 

・仮置場の休止期間で、一般搬入の受入れを止めている時期（土日祝日・お盆・年末等） 

・補助金申請のため、年 1 回、災害報告書作成時 

 

災害復旧・復興時 


